
発議第２号

三島市議会基本条例の一部を改正する条例案

三島市議会基本条例（平成31年三島市条例第15号）の一部を次のように改正す

る。

第 3 条中第 6 号を第 7 号とし、第 5 号の次に次の 1 号を加える。

⑹ 多様な人材が議員として議会における活動を円滑に行うことができるよう、

必要な環境の整備に努めること。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和５年３月１５日提出

発議者 三島市議会全議員


